
 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生法違反の疑いで書類送検 

（動力プレスの金型取付け作業等を行わせるにあたり、労働者に対する危険防止措置を
講じなかった疑い） 

 

令和８年４月９日、大阪南労働基準監督署（署長 塩尻
しおじり

公
ただし

）は、下記のとおりハシダ

技研工業株式会社ほか１名を労働安全衛生法違反の疑いで、大阪地方検察庁に書類送検

しました。 

記 

 

１ 被疑者 

（１）ハシダ技研工業株式会社（以下「被疑会社」という。） 

所在地  大阪市平野区加美北 

事業内容 機械器具製造業 

（２）サブチームリーダーＡ（以下「被疑者Ａ」という。） 

 

２ 違反条文等 

  被疑会社、被疑者Ａともに 

    労働安全衛生法違反 

     同法第２０条第１号 

同法第２７条第１項 

      労働安全衛生規則第１３４条の２ 

同法第第５９条第３項 

      労働安全衛生規則第３６条第２号 

同法第１１９条第１号（罰則） 

同法第１２２条（両罰） 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第

４５条第３項 

 

３ 事件の概要 

被疑者Ａは、被疑会社に派遣された労働者に、動力プレスの金型の取付け作業

等を行わせるに当たり、法令で定める特別の教育を行わず、また、当該動力プレ

スには切替えキースイッチが設けられているが、当該キーを保管しなかったもの

である。 
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担 当 



４ 参考事項 

（１）上記の結果、被疑会社に派遣されていた労働者が死亡する労働災害が発生して

いる。 

（２）関係法条文は別紙のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

労働安全衛生法（抄） 

（事業者の講ずべき措置等） 

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

一 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 

（二 以下 略） 

 

第二十七条 第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者

が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令

で定める。 

 

（安全衛生教育） 

第五十九条  

（１、２ 略） 

３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教

育を行なわなければならない。 

 

（罰則） 

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰

金に処する。 

一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項

若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、

第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、

第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条

の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第

一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項（第八十九条の二第二項において準

用する場合を含む。）、第九十七条第二項、第百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反し

た者 

（二 以下 略） 

 

（罰則） 

第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す

る。 

 

労働安全衛生規則（抄） 

（特別教育を必要とする業務） 

第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとお

りとする。 

（一 略） 

別紙 



二 動力により駆動されるプレス機械（以下「動力プレス」という。）の金型、シヤーの刃

部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の

業務 

（三 以下 略） 

 

（切替えキースイツチのキーの保管等） 

第百三十四条の二 事業者は、動力プレスによる作業のうち令第六条第七号の作業以外の作

業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、

当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（抄） 

（労働安全衛生法の適用に関する特例等） 

第四十五条 

（１、２ 略） 

３ 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、

当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者

を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条、第

十四条から第十五条の三まで、第十七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二か

ら第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十六条（同法第三十条第一項及び第四項、第三

十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項の規定に係る部分に限

る。）、第四十五条（第二項及び第三項を除く。）、第五十七条の三から第五十八条まで、第五

十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十

六条第二項前段及び後段（派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させ

たことのある労働者（派遣中の労働者を含む。）に係る部分に限る。以下この条において同

じ。）、第三項、第四項（同法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分

に限る。以下この条において同じ。）並びに第五項（同法第六十六条第二項前段及び後段、

第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第六十六条の三

（同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限

る。以下この条において同じ。）、第六十六条の四、第六十六条の八の三、第六十八条、第六

十八条の二、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の二までの規

定並びに当該規定に基づく命令の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。こ

の場合において、同法第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とある

のは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条の規定によ

り適用される場合を含む。）又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」

と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくは

これに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）

又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第三十条第一項第

五号及び第八十八条第六項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法

律又はこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含

む。）」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし

書又は第六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段（派遣先の事業を

行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者（労働者派遣法第四十



四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。）に係る部分に限る。以下この条において同

じ。）、第三項、第四項（第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限

る。以下この条において同じ。）又は第五項ただし書（第六十六条第二項前段及び後段、第

三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。）」と、同法第六十六条の八の三中「第六十六条

の八第一項」とあるのは「派遣元の事業（労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元

の事業をいう。）の事業者が、第六十六条の八第一項」とする。 

（４ 以下 略） 

 


